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蒼冥寮寮生諸君へ 
 

寮務主事 
 
 「蒼 冥

そうめい
」とは「果てしなき宇宙」、「限りなき宇宙」を表しています。本

校の男子学生寮（蒼 冥 寮
そうめいりょう

）は、諸君の先輩が、蒼 溟
そうめい

 <おおうなばら>の意、
から命名したものです。おそらく、太平洋の大海原と広大な樽前の裾野を背景
とした夜空の星を、大きな希望と目標を抱きながら名付けたことと思います*1。 

さて、この蒼冥寮に住む諸君もまた、先輩達に負けない希望と目標を持って
日々生活していることでしょう。高専の学生寮は学生の修学に便宜をはかる厚
生施設であり、かつ、学生が共同生活を通じて、他学生との人間関係を大事に
しながら、自己の人間を形成していくという教育的な施設でもあり、大学の学
生寮には見られない制度で発展してきました。寮生活は、協調性や自律心を養
う上で有意義であって、良き社会人となる訓練の場となっています。 
 寮には、学校の指導のもとに寮生全員で組織する寮生会があって、自主的に
運営され、楽しく豊かで規則正しい生活をしています。また、寮を担当する先
生や寮務係の職員がいて、寮生の指導や健康管理などにあたっています。 
 寮には寮の共同生活における安全と衛生に配慮し、個人の休養と学習の自由
を確保するとともに、人権と友愛の尊重を原則とする寮関係諸規則があります。 
 この手引きは、日常の寮生活に最も関係の深い事柄をできるだけわかりやす
くまとめたものです。これらを"目的にそって正しく守り"、"実行し"充実した
寮生活を送って下さい。 

 
 
 

                                                  

*1
 命名者は電気工学科１期生 浅田 勲 君と機械工学科３期生 橋本 建 君。 

命名にあたっての経緯は、電気電子工学科 金野靖英 教授による『「蒼冥」覚え書き』に詳しく記録
されている。 
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Ⅰ 生活と規律              

 

 寮には日課が定められています。これは寮が共同生活の場だからです。 

 就寝時間や消灯時間が定められているのは、勉強や睡眠をお互いに妨げないよう
にし、結局は個人の生活を最低限認め合おうというのがその趣旨です。また、食事
や入浴の時間が決まっているのは、経済的な理由とともに、それに従事している職
員との約束の結果です。寮生相互の間と同様、このような人たちとの間でも約束を
守ることが大切なことです。お互いを認め合うことによって住み良い社会ができる
わけです。 

 日課を定めている更に大切な理由は、それによって規則正しい生活の習慣を身に
付けることです。私達の生活は安易に流されやすいものです。周りの人の影響もあ
ります。それを自ら律するためにも、日課を守って下さい。 

 

1. 日 課 表 
 

 平  日 休 日 
※ 起 床 7：30  

※ 点 呼 7：45  

 朝 食 7：45～8：45 8：00～9：00 

※ 登 校 8：45〈授業開始 9：00〉  

 昼 食 12：20～13：05 12：00～13：00 

※ 登 校 13：05〈授業開始 13：10〉  

 入 浴 16：30～20：00  

 夕 食 17：30～19：30 17：00～19：00 

※ 自 習 20：30～22：30  

 門 限 22：00【玄関施錠】  

※ 点 呼 22：35  

 清 掃 22：40～23：15〈共同利用室等〉  

※ 就 寝 23：15  

 消 灯 23：30  

   ※印はチャイムが鳴ります。 
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2. 日課についての注意事項   
  

 (1)点  呼 
① 寮生の所在を確認するため、原則として朝と夜の２回点呼を取っています。
チャイムが鳴ったら、居室の前に整列し、指導寮生の点呼を受けて下さい。 

   朝点呼 夜点呼 
平   日 7：45 22：35 
土日祝休日 なし 22：35 

   ※その他、行事等により変更になることがあります。 
 
② 無届不在とならないために、7時45分の朝点呼前に外出しなければならない

ときや帰寮が22時35分の夜点呼に間に合わない場合には、事前に「門限外（外
出・帰寮・不在）届」を提出して下さい。 

③ 点呼を受けそこなったときは、直ちに当直教員に申し出て下さい。 
 
 (2)食  事 
  ①食事は以下に定められた時間内に摂るようにして下さい。 

    平  日 休  日 
朝  食 7：45 ～ 8：45 8：00 ～ 9：00 
昼  食 12：20～13：05 12：00～13：00 
夕  食 17：30～19：30 17：00～19：00 

  ②学生寮は集団生活を営む場であり、全員がほぼ同一の献立となるため、偏食 
を克服する努力も必要です。また、献立は栄養士により、１日のバランスを 
考慮されて作られているので、なるべく残さずに食べるようにしましょう。 

  ③集団で食事を摂るということは、一人の衛生上の不注意が大事を招くことに 
つながります。食前の手洗いをしっかり行うなどの習慣をつけ、衛生面に十 
分気を付けて下さい。 

  ④食事の食べ残しの持ち出しは厳禁となっています。見つかった場合、処分の 
対象になりますので、十分に気を付けてください。また、同様に食器等の持 
ち出しも絶対に行わないようにして下さい。 

 
 (3)自習時間 

自習時間は勉学に励む時間です。とりわけ、低学年の時には自習の習慣を身
に付ける事が大切です。この時間帯は外出したり遊んだりする事は禁じられて
います。 

 
(4)門  限 

  ① 門限は22時です。それ以降の外出は禁止されています。クラブ活動や就職
進学関係などで、22時までに帰寮できないときには、事前に「門限外（外出・
帰寮・不在）届」を提出して下さい。 

－ 2 － － 3 －
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  ② 外出した場合は、必ず門限時刻までに帰寮するようにして下さい。やむを
得ない事情で遅れる場合は、その旨を電話(0144-67-8024)で当直教員に連絡し
て下さい。 

    なお、アルバイトなどの「私用」による門限外外出・帰寮は一切認められ
ていません。 

 
 (5)清  掃 
  ① 共用室（補食室・憩室・浴室等）は自分達で清掃することになっています。 

当番に当たったら必ず実行しましょう。 

  ② 特に各階の補食室は階長の指導に従って清掃を確実に行い、ガス栓の確
認・施錠をして下さい。 

 
 (6)その他 
  寮務主事団や寮務係等からの連絡は、玄関前の掲示板により行われます。 
重要な連絡を見落とさないように、毎日必ず掲示板を確認する習慣をつけてくだ 
さい。 

 
 
3. 外来者（通学生を含む）の面会及び立ち入りについて 
 (1) 本校学生ではない外来者が寮生と面会したいときは、寮務係に申し出て放送 

で呼び出すことになります。原則として20時まで面会を認めます。なお、家族 
以外の女性は、談話室以外の寮内に入ることはできません。 
 

(2) 寮生の安全を確保するため通学生の寮内立入りは談話室のみとします。居室 
などの居住スペースへは入れません。また、以下の制限がありますので遵守し 
てください。 

 

  
男子通学生および女子学生の男子寮での面会について 

 
 １） 男子通学生および女子学生が男子寮生と面会したいときは、17時まで 

は寮務係（事務室）、17時以降は当直教員（教員当直室）又は警備員室 
（当直室）に申し出て放送で呼び出してもらうことになります。原則と 
して20時まで談話室での面会を認めます 
 

２） 用件不明の学生・訪問先の寮生不在の学生は、立ち入ることができま 
せん。 

  

－ 3 －
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4. 自転車の使用について 
自転車を使用する場合は、学校（学生課学生係）に届け出て登録し、ステッカ

ーの交付を受けなければなりません。また、自転車は鍵をかけ指定した場所にき
ちんと保管するようにして下さい。 

 
 

5. 禁止行為 
「寮生心得」（P.48）では、下記の(1)～(3)を禁止しています。 
(1) 寮生の生命、身体、財産を脅かす行為及び物品の持ち込み。  

 (2) 寮生の生活と勉学の環境を損なう行為及び物品の持ち込み。  

 (3) 社会常識に反する行為。  

 具体的禁止行為の例を以下に示します。 

  
1) 

  
暴力、いじめ  

 2)  寮内に女性を立入らせること、女子寮内に立入ること 
 3)  火の不始末 
 4)  他人の金品を盗むこと、無断使用すること 
 5)  使役（補食作り、買物、洗濯等に他人を使役する行為） 
 6)  物品販売・カンパ及びこれらの類似行為 
 7)  外来者を宿泊させること 
 8)  通学生を寮内に入れること（談話室を除く） 
 9)  飲酒・喫煙 
 10)  麻雀（麻雀牌、およびマットの所持も含む） 
 11)  在室したまま施錠する事及びさせる事 
 12)  門限後の帰寮、無断外泊 
 13)  窓からの出入り、窓からの引き入れ 
 14)  盗食（不当に喫食すること及び外来者に喫食させること） 
 15)  違反物品の持込み、所持 
 16)  施設・設備を破損、紛失すること 
 17)  他人の生活を乱す行為 
    
 

 (4) 始末書 
禁止行為を行った場合、始末書を提出させ反省を促します。始末書が３枚以 

  上になったときには謹慎室に入る等、深く反省を促します。 
また、状況により寮務主事注意を与える事があります。 
なお、始末書が５枚に至った場合、退寮勧告がなされますが、状況によって 

は始末書が５枚に至らない場合でも退寮勧告することがあります。 
 

－ 4 － － 5 －
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6. 持込み物品について 
  居室内には、勉強道具・生活必需品・日用雑貨品・スポーツ用具以外で、下記

の電化製品を持ち込み可能物品として定めています。 
 

電気スタンド（蛍光灯・ＬＥＤタイプのみ）、小型音響機器、携帯音楽
プレイヤー、時計、電気カミソリ、ヘアドライヤー、小型扇風機（羽径
18cm以下の卓上型のみ）、携帯電話機・スマートフォン（充電器などの
付属品を含む）、デジタルカメラ、ビデオ 

 
  ただし、寮の電気容量が３部屋で1500Wとなっている実情より、上記の物品であ
っても電気容量の大きい物品の持ち込みは避けて下さい。 

  また、盗難の恐れがあるため、換金性の高い高価な物品(例えばゲーム機、ゲー
ムソフト等)の持ち込みは出来る限り避けて下さい。 

 
  以下の物品については、制限付きで持込みを許可します。 
 

 
 テ レ ビ  持ち込みは４年生以上のみ許可しています。 
         また、電気容量・居住空間の関係より、27V型以下、 
         各部屋に１台のみとします。 
 
 据置型ゲーム機  持ち込みは４年生以上のみ許可しています。 
 
 パ ソ コ ン  電気容量・居室空間の関係より、ノート型のみ可と 

し、１人１台のみとします。 
※外付けハードディスクドライブなどの周辺機 
器については制限を設けませんが、電気容量・ 
盗難の観点より節度を持った範囲とします。 

  
 加 湿 機  消費電力 毎時50W以下の物 
 空気清浄機  （寮務係に申請書を提出し、許可シールの交付を 
          受ける必要あり。各部屋に１台のみ。） 
          
 除 湿 機  消費電力 毎時250W以下の物 
         （寮務係に申請書を提出し、許可シールの交付を 
          受ける必要あり。各部屋に１台のみ。） 
 

   
 

－ 5 －
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  上記以外の物品の持込みについては原則として認めませんが、特別な理由があ
る場合については許可することもあります。 

  なお、すべての持込み物品は、退寮時に本人が責任を持って持ち帰ることが原
則となっています。他の在寮生への譲渡、寮内へのゴミとしての放置は禁止しま
す。 

  また、居室のメンテナンスのため、隔年で居室の荷物をすべて持ち帰ってもら
うことになっていますので、必要最小限の物で生活することを心がけてください。 

 
  以下のような物品の持ち込みは、禁止行為となるので、ご注意願います。 
 

火災の危険性のあるもの、電気容量の大きいもの、他人に危害を
加える可能性のあるもの、他人の居住空間を占有する家具など、他
人の生活を乱す恐れのあるもの。 

  電気器具  電気コンロ、電子レンジ、電気毛布、電気ストーブ、
電気ポット、電気炊飯器、冷蔵庫、トースター、  
白熱電球、ホットプレート、扇風機（羽径 18cmを 
超えるもの）、コーヒーメーカー、アイロン、大型音
響機器、大型遊具 など 

 
  ガス器具  ガスストーブなど（含、携帯用ガスボンベ使用の   

ガス器具） 

 
  石油器具  石油ストーブ、キャンプ用ガソリンコンロなど 

 
  酒  類  酒類及び酒類の瓶（ノンアルコール飲料等代替品を 

含む）等誤解を招くもの 

 
  大型物品  大型家具（１辺60cm以上のテーブル、二人掛け以上 

のソファーなど）、ドラム、鍵盤楽器などの据置 
型の楽器、バーベル（ベンチプレス用） 

 
  そ の 他  危険物（エアガン、毒劇物など）、生き物（各種 

ペット類）、着火装置（ライター、マッチなど）、 
火を使用するもの（お香、蚊取り線香など） 

 
  ※ 違反物品は発見次第預かり、帰省の際に返却します。 

          

－ 6 － － 7 －
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Ⅱ 施設･設備･備品の利用について     

 

 寮の施設は主に国からの補助金で作られたものであることを念頭において、丁
寧に扱って下さい。乱暴な使用や故意による破損については実費弁償を求めます。
また、破損、故障などのときはすぐに寮務係に知らせて下さい。 

 

1. 居 室 
 

 (1) 居室の使用について 
寮には多数の寮生が生活していること、一部屋に複数人で居住していること

を良く考え、相互に協力し共同生活のルールを守って下さい。 

  ① 居室は常に掃除して、整理整頓して下さい。 

  ② 入寮すると居室ごとにカーテン・網戸・棚・物干し竿、各人に机・椅子・
ロッカー・本棚・ベッド（マット付き）・居室の鍵が貸与されます。 

  貸与された物品を無断で移動したり、紛失したり或いは故意に破損しな 
いで下さい。破損した場合は弁償してもらうことになります。 

  ③ 年２回居室替えを行い、さらに学年により居住棟が変わります。この居
室替えの際、寮務主事団、寮務委員及び寮務係の点検を受けて貸与物品を
返却することになります。 

  ④ ほかの居室に寝泊まりするなど、自分の居室以外の部屋を勝手に使用し
てはいけません。 

  ⑤ 住人不在の居室へ無断で立入らないこと。他人の所有物に無断で手を触
れることも絶対にやめて下さい。 

  ⑥ 自習時間以降の他室への出入りは慎んで下さい。 

  ⑦ 自室を出るときは、必ず電灯を消して下さい。 

  ⑧ カビの発生・結露防止のため、適宜換気を行って下さい。 

  ⑨ 居室から出たゴミは、苫小牧市が定めるゴミの分別方法に従い、各階廊 
下のゴミ箱へ入れて下さい。 

   

 (2) 盗難防止 
盗難を防止するために、日頃から次のことを心掛けて下さい。 

①  現金や貴重品の取扱いは慎重にし、鍵の掛かる引出し又はロッカーに保
管して下さい。多額の現金や不要不急の現金は所持せず、金融機関に預け
ておく等十分注意して下さい。 

②  鍵や保健証、通帳・印鑑（キャッシュカード）の保管にも十分注意し、
高価な物や不要不急の物は持込まないで下さい。 

  ③ 鍵には、所有者、居室番号を特定するキーホルダー等を付けないで下さ 
い。 

  ④ 自室を出るときは、必ずドアと窓に鍵を掛けて下さい。 

  ⑤ 盗難や居室の鍵を紛失したときは、必ず寮務主事団または寮務係に届け
出て下さい。 
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 (3) 暖房について 
   寮では10月中旬ごろからスチーム暖房を通気します。次の注意を守って安

全に使用して下さい。 

  ① ラジエターの上や前面に物を置かないで下さい。 

  ② ラジエターのバルブをこまめに調節して室温を調整し、頻繁に窓を開け
ないで下さい。 

  ③ バルブその他が故障して通気しないときは、寮務係に連絡して下さい。 

  ④ 共用室のドア、廊下の窓及び各棟出入口のドアは保温のため開放したま
まにしないで下さい。 

  ⑤ 暖房通気期間中、外出する際には、暖房効率の低下を防ぐため、居室の
窓（外窓・内窓）は必ず閉めるようにして下さい。 

 

 (4) 電気ブレーカーについて 
   電気ブレーカーが落ちた場合は、使用中の電気器具の電源をOFFにした上で、

寮務係、警備員または当直教員に連絡して下さい。 

 

 

2. 共同施設・設備 
  寮には、食堂・浴室・憩室のような共用室や寮生全員が使用する共同設備が

あります。共用室や共同設備を大切に扱うことが、共同生活の第一歩です。 
 
  以下は主な施設の使用可能時間と開錠・施錠・鍵貸出の一覧になっています。 

施設名 使用可能時間 開錠・施錠・鍵貸出 

浴   室 

平 日  16：30～20：00 開錠：寮務係   施錠：当直教員 

休 日  13：00～20：00 開錠：日直教員  施錠：当直教員 

談 話 室 

平 日  放課後から 20：30 開錠：寮務係  施錠：当直教員 

休 日  10：00～20：30 開錠：日直教員 施錠：当直教員 

自 習 室 

平 日  放課後から 22：30 『鍵貸出簿』に記帳のうえ、教員当直
室の鍵を貸与・返却。試験期間中、貸
与が深夜に及ぶ場合は翌日朝に返却 

休 日  10：00～22：30 

※試験期間中は翌 3：00 まで 

集 会 室 

平 日  放課後から 22：30 

休 日  10：00～22：30 

 

『鍵貸出簿』に記帳のうえ、教員当直
室の鍵を貸与・返却 

 

乾 燥 室 

和 室 

寮 生 会 室 
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 (1) 食 堂 
  ① 食事は決められた時間内に終えて下さい。 

  ② 食堂内は清潔に保つことが必要です。また、見苦しい服装(パジャマ姿な
ど)で入ることは慎んで下さい。 

  ③ 食事を居室内に持込むことは厳禁です。ただし、同室の者が病気で食事
を持っていく必要があるときは、寮務係又は当直教員に申し出て許可を得
て下さい。 

  ④ 病気等でおかゆ等の特別食が必要なときは、事前に（早めに）寮務係に 
申し出て下さい。 

 

 (2) 浴 室 
  ① 入浴は決められた時間内（16時30分～20時）に終えて下さい。土・日・

祝日については、13時～16時30分までシャワーのみ利用することができま
す。規則違反が続いた場合には、使用時間を制限することがあります。 

  ② 浴室を清潔に保つため、浴槽内への手拭類の持込み、浴室での洗濯は禁 
止です。 

③  感染症にかかっている人は、完治するまで入浴は禁止です。 

④  浴室内に掲示してある注意事項をよく読んで、火傷、盗難等には十分注
意して下さい。また、忘れ物をしないよう、退出時にはよく確認して下さ
い。 

 
 (3) 談 話 室 
   寮玄関横に談話室があります。ここは、寮生同士あるいは寮生と面会者と

の談話の場です。使用するときは次のことを守って下さい。なお、使用状況
が悪い場合には、使用を禁止することがあります。 

① 使用時間は放課後（休日は10時）から20時30分です。整理整頓を心掛け 
て使用して下さい。また、新聞や雑誌は室外に持ち出さずに、大切に読ん 
で下さい。 

  ② 室内でのカップラーメン等の食事は禁止します。 

  ③ テレビは譲り合って使用して下さい。テレビゲームは禁止します。 
  ④ 室内でのパソコンの使用は禁止します。使用したい場合は、自習室を利 

用して下さい。 

       

 (4) 自 習 室  
   管理棟の中央に自習室があります。ここは自習のために使用する部屋です

ので、次のことを守ってください。使用状況が悪い場合には、使用を禁止す
ることがあります。 

  ① 使用時間は放課後（休日は10時）から22時30分までです。試験期間中（試
験１週間前～）は翌３時まで使用が可能です。深夜まで部屋を使用した場
合、鍵は翌朝に教員当直室又は寮務係まで返却して下さい。 
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  ② 室内では静かにし、他の自習中の寮生に迷惑をかける行為を慎んで下さ
い。 

  ③ 室内での飲食及び飲食物の持ち込みはしないで下さい。ただし、以下の
ものは例外として認めます。 

   ・飲み物：ペットボトル、水筒など 
   ・軽 食：スナック菓子等（ラーメン等の食事は禁ずる） 

④ 室内でのゲーム、学習に関係のないパソコン類、インターネット等の使 
 用は禁止します。 
⑤ 無断でテーブル、パーティションの配置は変えないで下さい。 
⑥ 退室時には必ず、デスクライト・照明・オイルヒーターの電源を切って 

下さい。 

 

 (5) 集 会 室 
   １棟と２棟の間に集会室があります。使用時間は放課後（休日は10時）か

ら22時30分までとなっています。使用を希望する者は、『鍵貸出簿』に記帳
のうえ、平日17時00分までは寮務係で、それ以外の時間では教員当直室で鍵
の受取り及び返却を行って下さい。なお、集会室には、ガスFF式暖房器が設
備されています。点火・消火には細心の注意を払って使用して下さい。 

 

 (6) 和 室 
管理棟にあり、１年生の憩室及び各種会合や寮生会の委員会活動などに使わ 

れています。使用するときには、寮務教員に申し出て下さい。 
 
 (7) 乾 燥 室 
   乾燥室には大型乾燥機があります。使用を希望する者は『鍵貸出簿』に記

帳のうえ、平日17時00分までは寮務係で、それ以外の時間では教員当直室で
乾燥機の鍵を借用し、22時30分までに返却して下さい。なお、大型乾燥機の
使用については、乾燥室内に掲示されている操作手順に従ってください。 

 
 (8) 寮 生 会 室 
   ４棟１階補食室の隣に寮生会室があります。ここには、印刷機や紙折り機 

などの設備があり、寮生会の委員が各種おしらせやアンケートを作成したり 
しています。使用を希望する者は『鍵貸出簿』に記帳のうえ、平日17時00分ま 
では寮務係で、それ以外の時間では教員当直室で鍵を借用し、22時30分までに 
返却して下さい。 

 
 (9) 補 食 室 
   各階に補食室があり、ガスコンロ（２口２台）、電子レンジ、ガス湯沸器 

及び電気ケトルが設備されています。 
使用するときは次のことを守って下さい。なお事故防止のため補食室の管理 

　室内でのゲーム、学習に関係のないパソコン類、インターネット等の使

用は禁止します。

　無断でテーブル、パーティションの配置は変えないで下さい。

　退室時には必ず、デスクライト・照明・オイルヒーターの電源を切って

下さい。
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は階長が行っています。 

  ① 補食室の使用時間は、放課後（休日は10時）から23時15分までです。 

  ② ガスコンロの使用中は、その場を離れないで下さい。また、使用後は必 
ず元栓を閉めて下さい。 

  ③ 食べ物を扱う場所ですから、清潔を保つように心がけて下さい。 
  ④食材や食べ残しは三角コーナーに捨てるなど、適切に処理して下さい。シ 

ンクの排水溝が詰まる原因になりますので、そのまま流すことは厳禁です。 

  ⑤ 掃除及びガス元栓の確認は24時までに行い、階長が施錠します。 

 

 (10) 憩 室 
   憩室は２棟１階・３階、３棟２階・３階、４棟１階にあります。娯楽用に

使う部屋ではありますが、勉強などで疲れた身体、頭を休めるためのもので
あり、勉学に差し障りがあるような使い方は慎んで下さい。使用するときは
次のことを守って下さい。なお、使用状況が悪い場合には、使用を禁止する
ことがあります。 

  ① 使用時間（放課後から23時15分まで）を守り、周囲の部屋の人に迷惑を 
かけないこと。 

  ② 自習時間（20時30分から22時30分）は使用できません。 

  ③ 常に整理整頓し、清潔さを保つこと。そのために毎日掃除をすること。 

  ④ 憩室に私物を持込んではいけません。 

 

 (11) 洗 面 所 
  ① 洗面所は共同で使用するため大変混雑します。使用するときは、汚さな

いよう次のことを守って下さい。 

   ａ）流しを詰まらせるような物は絶対に流さないこと。また、洗髪はしな 
いこと。 

   ｂ）食器類は洗面所で洗わないこと。 

   ｃ）洗面用具以外の私物を流しの周りに放置しないこと。 

  ② 各階の洗面所に洗濯機及び乾燥機が備えてあります。共同で使用するも
のですから、他の人に迷惑のかからぬよう、次のことを守って使用して下
さい。 

   ａ）使用上の注意をよく読み、故障につながるような使用はしないで下さ 
い。 

   ｂ）乾燥機使用中は換気扇を回すこと。 
   ｃ）機器使用後は電源スイッチを切ること。 
   ｄ）機器及び室内に洗濯物・汚れ物を放置しないこと。 
   ｅ）消灯時間後は使用しないこと。 
 

　食材や食べ残しは三角コーナーに捨てるなど、適切に処理して下さい。シ

ンクの排水溝が詰まる原因になりますので、そのまま流すことは厳禁です。
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 (12) ト イ レ 
   共同で使用するため、きれいに使うよう心がけて下さい。また、詰まりの

原因となりますので、トイレットペーパー以外は使用しないで下さい。なお、
詰まっていたり、あふれているのを発見したときは直ちに寮務係か警備員又
は当直教員に連絡して下さい。 

 

 (13) 廊 下 
  ① 寮内を泥で汚れた靴やスパイクシューズなどを履いたまま歩くことは厳 

禁です。 

  ② 廊下は共用部分になりますので、靴その他の私物を放置しないで下さい。 
清掃の妨げになります。 

 

 (14) その他の施設・設備 
  ① 放送設備 

    寮生が使用できる放送設備は、事務室前廊下にあり、22時まで放送でき 
ます。ただし、試験期間中は使用出来ません。 

なお、全館放送をかけたい時には、事務室内の放送設備を使用して下さ 
い。 

  ② 自動販売機 

    飲料用の自動販売機が食堂前のホールに設置されています。 
また、アイスクリームの自動販売機が談話室に設置されています。 
なお、故障が生じた場合には速やかに寮務係か警備員又は当直教員に申し 

出て下さい。 

  ③ 製氷機 

    食堂前のホールに設置しています。寮生全員が使用しますから、一人で
大量に使用したり、付近に氷を散乱させるような使い方はしないで下さい。 

    なお、故障等があった場合には、速やかに寮務係か警備員又は当直教員 
に申し出て下さい。 
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3. 貸し出し物品 
   以下の物品を用意しています。利用したい場合は、平日8時30分～17時00分

の間に寮務係において「貸出簿」に記帳のうえ、貸し出しを受けてください。
これらの物品は、寮生全員で使用するものです。それぞれ貸出期間が決めら
れていますので、必ず期限までに返却するようにして下さい。 

 個 数 貸出期間 備  考 

除 湿 機 ３４台 

３ 日 

『除湿機貸出簿』に記入 

布団乾燥機 １ 台 
『物品使用簿』に記入 

加 湿 器 １ 台 

冷 蔵 庫 ３２室 ２週間 『冷蔵庫鍵貸出簿』に記入 
 
  ※なお、除湿機・加湿器・空気清浄機については、制限付きで持ち込みを許可し 

ています（P.5参照）。 
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4.寮内平面図（エクセルデータに差し替え） 
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Ⅲ 各種手続き・届出等について      
 

1. 入・退寮手続き 
   新入生を除いて、入寮募集は定員に空きのあるときに適宜行います。 

退寮しようとするときは、担任を経由して「退寮願」を寮務主事に提出します。 

 

 

2. 継続入寮手続き 
   寮生の在寮期間は入寮許可日からその年度の末日までです。例年、１０月

頃に新４・５年生を対象に「継続入寮希望調査書」が各家庭に郵送されます
ので、継続入寮を希望する者は決められた期限までに「調査書」と「入寮願」
を寮務係に提出して下さい。新２・３年生は定員数により、基本的には継続
入寮が認められるため、継続入寮希望調査はありませんが、「入寮願」の提
出が必要になります。 

   この調査を元に、寮務委員会で審議し、入寮者を決定します。入寮を許可 
されたものは、次年度の初めまでに「入寮誓約書」を提出することになりま 
す。 

 

 

3. 長期休業に伴う閉寮・開寮 
 
 (1) 長期休業について 
   長期休業等とは、春季休業、夏季休業、冬季休業、学年末休業及び学校が

別に指定したその他の長期の休業をいいます。この期間、学寮は完全閉寮と
なり、留学生以外の寮生は寮に残ることはできません。 

   なお、補習や再試などやむを得ない事情によって残寮が必要となる場合は、
必ず「残寮願」を提出し許可を得て下さい。 

 

 (2) 閉寮日について 
  ① 閉寮時刻は15時です。 

② 寮生は15時以降、寮内にとどまることはできません。 

  ③ 閉寮日の食事は昼食までです。 
 

 (3) 開寮日について 
  ① 開寮時刻は10時です。 

  ② 寮生は、全員17時までに帰寮しなければなりませんので、時間厳守願い 
ます。 

  ③ 開寮日の食事は夕食からです。 

－ 15 －



- 16 - 

 

 (4) 荷物の搬出入について 
  ① 閉・開寮日当日のほか、閉寮後１週間及び開寮前１週間程度は、荷物の

搬出入のため、平日9時00分～16時00分の時間に限り、寮内への立入りを認
めています。 

  ② 上記の時間以外及び休日は、荷物の搬入、宅配便の受け取りはできませ
ん。 

  ③ 宅配便で寮へ荷物を送る場合は、開寮日当日の10時以降を指定するよう
にして下さい。 

    帰省先へ着払いで荷物を発送する場合は、寮務係に送り状がありますの 
で、申し出てください。 

  ④ 学生自身が自動車を運転して荷物を運搬することは、学校で禁止してい 
ます。 

  ⑤ 不明な点は、事前に電話で寮務係に問い合わせて下さい。 

 
 
4. 証明書の交付申請 
   各種手当の申請等の際に、本校寄宿舎に在寮していることの証明が必要な場

合は、寮務係に「証明書交付願」を提出して下さい。証明書は原則１～２日で
発行しますが、期日には余裕をもって申し込むようにして下さい。 

   なお、長期休業中などに保護者から直接郵送で申し込む場合には、本校ホー
ムページから証明書交付願を印刷したうえで、内容を記入し、切手を貼付した
返信用封筒とともに、寮務係宛に郵送して下さい。到着より１週間程度で返送
します。 

 
 
5. 届出書類 
 

(1) 外 泊 届【寮生準則 第26条関係 別紙第４号様式】 
  ① 外泊する時には必ず提出して下さい。 

  ② 学校行事（工場見学等）、クラブ（同好会）活動による合宿・遠征、及
び就職進学活動を除いて、平日の外泊は原則として認めていません。また、
無断外泊は厳禁です。 

  ③ 帰省による外泊ができるのは、自宅、親戚宅のみで、友人宅は認めてい
ません。自宅以外に外泊する場合は、必ず連絡先も外泊届に記入してくだ
さい。 

  ④ 外泊先からそのまま登校するような外泊、早朝帰寮するような外泊は認
めていません。 

  ⑤ 学校行事（工場見学等）、クラブ（同好会）活動の合宿・遠征、就職進
学活動の場合も提出して下さい。 

⑥ 休講や補講日など、終日講義がない日については、例外的に休日とみな 
し、その前日の外泊が認められています。ただし、「外泊届の備考欄に担 
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 ④ 個人的な都合（日中に外出する・朝は起きられないので要らない等）に 
   よる不在の場合については、一切受け付けることができませんので、注意 

して下さい。 
 

⑤ 予定が変更になった場合でも、欠食届を提出した場合は、その期間は食 
 堂で通常の食事を摂ることができません。食堂で食事をした場合、「盗食」 

と見なされ処分の対象となりますので、提出の際は十分注意して下さい。 
 
⑥ 給食材料費の返付は、半期に一度、給食費の振替口座に振り込み手数料 

分を差し引いた額が返付されます。 
  なお、未納の給食費がある場合には、返付の対象となりませんので、十 

分注意して下さい。 
 
 (3) 門限外（外出・帰寮・不在）届【寮生準則 第25条関係 別紙第３号様式】 
   クラブ(同好会)活動や就職進学関係などで、22時の門限時間までに帰寮で 

きない、あるいは7時45分の朝点呼より前に外出しなければならないときには、 
事前に寮務係に提出して下さい。 

 
 (4) 点呼担当者変更届 
   帰省や部活動の遠征などで、点呼の担当者が変更になる場合は、事前に 

寮務係に提出して下さい。 
 
 (5) 携行食申込書 
   部活動の試合や大会などで、通常の食事時間内に食事をとれない場合は、 

携行食として弁当かパンを受け取ることができます（6～9月は食中毒防止の 
ためパンのみ）。 

  ① 希望する部の代表者は、以下の締切曜日の１３時までに「携行食申込書」 
を寮務係に提出して下さい。 

必要とする日  月  火  水  木  金  土  日 

提出期限曜日 前の週の
木曜日 

前の週の
木曜日

前の週の
木曜日

その週の
月曜日

その週の
火曜日

その週の
火曜日 

その週の
水曜日

※  休日が続く場合は締切を変更することがあります。 
※  提出は必ず寮務係にして下さい。時間外に当直教員に提出しても受け付けはできま 

せん。 
 
  ② 予定が変更になった場合についても、申し込みをした場合には必ず携行食 
   を食べてください。食堂で通常の食事を摂ることは「盗食」となり、処分 

の対象となります。 
 
  ③ 部活動の遠征等で、夕食の時間に間に合わない場合は、寮食を取り置きす 

ることが可能となっていますが、必ず事前に寮務係（時間外は当直室）に、 
電話連絡すること。直接給食業者に連絡しても対応は出来かねます。 
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■ 届出書類一覧表 
 

提 出 ・ 届 出 書 類 提 出 先 提 出 時 期 関係規則・掲載頁 

入     寮     願 

寮務係 

 

入寮希望時
寄宿舎規則 
第８条関係 

別紙第1号様式 
P.35

退     寮     願 事 前 
寄宿舎規則 
第９条関係 

別紙第２号様式 
P.37

入 寮 誓 約 書 入寮時 
寮生準則 

第３条関係 
別紙第１号様式 

 
P.43

寮施設・設備使用許可願 １週間以前
寮生準則 

第23条関係 
別紙第２号様式 

P.44

門限外(外出・帰寮・不在)届 事 前 
寮生準則 

第25条関係 
別紙第３号様式 

P.45

外     泊     届 事 前 
寮生準則 

第26条関係 
別紙第４号様式 

P.46

残  寮  許  可  願 指定期日 
寮生準則 

第27条関係 
別紙第５号様式 

P.47

寄 宿 料 免 除 願 指定期日 機構規則第35号 ―

寮 内 団 体 結 成 届 

寮生会を 
通じて 
寮務係 

事 前 

寮生準則 
第14条関係 ― 

寮 内 文 書 配 付 願 

寮生準則 
第15条関係 

― 

寮内募金･署名・調査等願 ― 

寮 内 物 品 販 売 願 ― 

寮 内 集 会 行 事 等 開 催 願 １週間以前 ― 
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6.諸納金 
 

 金 額（円） 概 要 収納日・方法

寄宿料 月額 

700 （相部屋） 使用料（部屋代）
に相当 毎月、本校が指

定する期日に指
定口座より引落
し 

800 （個室） 

寮 費 

月額 

（平均） 

6,000 （男子） 光熱費・日常生
活の消耗品等の
購入に充てる 9,000 （女子） 

寮生会 

会 費 年額 2,000  

寮 生 会 の 活 動
費。主に寮生会
行事の企画・消
耗品等の購入に
充てる 

4月に指定口座
より引落し 

入会金  1,000 （入会時のみ）

給食費 

月額 

（平均） 

30,000  

食事に関する費
用（人件費・光
熱費含む） 

毎月、委託業者
が指定する日に
指定口座より引
落し 
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Ⅴ 防災と保健衛生             

 

1. 防災について 
 

 (1) 居室における注意 
   居室での火災を防止するため、ガス器具、石油器具はもちろんのこと、消

費電力の大きな電気器具も使用を禁止しています。(P.6の「違反物品」参照) 

   また、許可されている電気器具の使用に際しては、以下のことに注意して 
下さい。 

  ① 許容量を超えたタコ足配線は厳禁です。 

  ② 居室を出るときは、必ず電気器具（電灯も）のスイッチを切りましょう。 

③ ベッドの頭部方向に落下すると危険なものを置かないなど、地震に向け 
ての対策も講じておいて下さい。 

 

 (2) 補食室における注意 
   補食室でガスコンロを使うときは、絶対にその場から離れないでください。 

また、補食室などガス設備のある所には、ガス漏れ警報器が設置されていま 
す。警報器が鳴動した場合は、自分勝手に処置しないで当直教員や寮務係に 
連絡して下さい。 

 

2. 避難について 
  「学生寮防災避難要領」（P.56）に従って行動して下さい。 

 

 (1) 火災の場合 
   日頃から非常口、消火器具・避難器具の設置場所、操作方法等を確認して

おきましょう。 

 

 (2) 地震の場合 
   地震と気づいたら、机などの下に身を隠してしばらく様子を見るなど、ま

ず我が身の安全を確保して下さい。慌てて外に飛び出すと、落下物により負
傷するなど危険が多いので、周囲の状況を良く確かめて、落ち着いて行動し
て下さい。 

 
 (3) 津波の場合 
   大津波警報が発令された場合は、寮内放送の指示に従い、落ち着いて、校

舎（寮）３・４階または樽前カントリークラブに避難して下さい。 
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 (4) 避難訓練 
   非常時に備えて「防災避難要領」に基づいて、毎年避難訓練を実施してい 

ます。 

   避難誘導の非常放送を良く聞いて、避難の方向及び火災の状況等を的確に
把握し、状況によりどんな方法で避難したら良いか身に付けて下さい。 

 

 

3. 集団生活と保健衛生 
   健康は人間生活のすべての根源であり、私たちは常に心身ともに健康でな 

ければなりません。 
 集団生活の中では、自分のことだけでなく、他人（集団）の健康を守るとい
う責任感を持つことが必要です。普段から、十分な睡眠をとる、きちんと食事
を摂る、うがい・手洗いの習慣をつけるなど、規則正しい生活を心がけるよう
にしましょう。 
 また、体調に異変を感じたら、決して無理をせず登校を自粛し、寮務係（当
直教員）または保健室に申し出るようにして下さい。 
 なお、インフルエンザ等の感染症に罹患した場合は、感染の拡大を防止する
ために、自宅へ帰省し療養してもらうことになっています。 

 
4. 病気・怪我の場合 
   病気・怪我の場合は、寮務係または教員当直室に連絡して下さい。本校の

看護師や夜間急病センター等によって適切な処置が取られます。体温計、救
急薬品やアイスノンは、昼間は保健室に、夜間は教員当直室に用意してあり
ますが、家庭用常備薬等は各自用意して下さい。また、持病等のある人は医
師の処方した医薬品を常備するようにして下さい。 

 

  (1) 病院で診療を受ける際は、保険証（又は「遠隔地被扶養者証」）が必要
ですので、常に所持するようにして下さい。 

 

  (2) 教員当直室の救急薬品・アイスノンは、『薬品投与簿』・『アイスノン 
貸出簿』に記入のうえ、当直教員より受け取ってください。なお、アイス
ノンは翌日には返却して下さい。 

 

  (3) 管理棟に「静養室」が用意されています。感染症に罹患した場合など、 
居室での生活に支障をきたす時に利用できますので、必要な時は当直教員
又は寮務係に申し出て下さい。 

 

  (4) 通常の食事がとれないときは、特別食（おかゆ等）を準備することもで 
きますので、平日17時までは寮務係へ、それ以外は当直教員へ申し出て下
さい。 
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  (5) 同室者が病気等で体調不良のときは必ず声をかけ、その旨を平日17時ま 
では寮務係へ、それ以外は当直教員または警備員へ申し出て下さい。 

 

  (6) 夜間・休日の重い病気・怪我の場合は、以下のように対応して下さい。 

 

  ① 本人または同室者（不在の場合は指導寮生）が当直教員に症状を
伝え、病院への連絡及び営業車の手配（緊急を要する場合は救急車
の手配）をお願いする。 

 
 ② 現金・保険証（又は［遠隔地被扶養者証］）を用意の上、指導寮 

生１名（症状によっては複数名）に付き添ってもらって病院に向か 
う。 

   なお、所持金(6,000円程度)が不足の場合は、貸出しますので、 
 申し出て下さい。 

 
 ③ 付添者あるいは本人は、病院から容体を教員当直室に連絡し､  

当直教員からその後の指示を仰いで下さい。（☎0144-67-8024） 
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5. 学校付近の病院 
病 院 名 診療科 住  所 

電 話 

（0144-）
備 考 

苫小牧夜間・休日急病センター 内 旭町 2-9-2 32-0099 
平日 19 時～翌７時、土曜 14 時～

翌７時、日祝 9 時～翌 7 時 

市立総合病院 全科 清水町 1 丁目 33-3131 
土曜休診、初診時特定療養費

\1,080 必要、予約優先 

王子総合病院 全科 若草町 3－4－8 32-8111 土曜休診 

日翔病院 全科 矢代町 2－9－13 72-7000 土曜 12 時まで診療 

勤医協苫小牧病院 内・整 見山町 1-8-23 72-3151 
第 2・4 土曜休診 

金曜 19 時まで診療 

同樹会苫小牧病院 内・外・整 新中野町 3-9-10 36-1221 
第 1・3・5 土曜休診 

土曜 12 時まで診療 

錦岡医院 内 宮前町 2-33-14 67-0013 
木曜午後休診 

火・金 19 時まで診療 

苫小牧澄川病院 内 澄川町 7-9-18 67-3111 
第 2・4・5 土曜休診 

16 時半まで受付 

吉田内科医院 内 川沿町 4-8-25 73-6233 木曜午後休診 

にっしん内科クリニック 内 日新町 2-6-43 71-1500 木曜午後休診 

方安庵青雲町クリニック 内 青雲町 2-12-16 61-5555 
月・火休診 

金・日 12 時まで診療 

横山内科消化器科 内 川沿町 4-1-2 74-0011 水曜午後休診 

すがわら内科呼吸器科 内 しらかば町 1-18-9 76-7011 木曜午後休診 

アーク整形外科ｸﾘﾆｯｸ 整 ときわ町 3-15-34 68-6111 
水曜休診 

土曜 18 時 30 分まで診療 

K＆Aクリニック 整 日新町 2-6-1 71-2000 木曜午後休診 

メモリアル整形外科 整 花園町 4-2-5 74-2111 木曜午後休診 

とまこまい脳神経外科 脳 光洋町 1-12-20 75-5111 18 時まで受付 

苫西耳鼻咽喉科 耳 ときわ町 6-21-6 68-4133  

にっしん耳鼻咽喉科 耳 日新町 2-6-43 71-1000 木曜午後休診 

たかはし皮膚科 皮 川沿町 4-8-25 72-4111 木曜休診 

しのじま皮膚科 皮 桜木町 3-1-27 75-1241 水曜休診 

喜早眼科 眼 桜木町 3-9-4 75-0777 木曜午後休診 

にっしん泌尿器科クリニック 泌 日新町 2-6-43 71-1100 木曜午後休診 

いしざわ歯科クリニック 歯 澄川町 4-22-11 68-4618  

くまざわ歯科医院 歯 美原町 1-20-25 61-7711  

ときわ歯科クリニック 歯 ときわ町 3-17-27 68-1182  

ファースト歯科クリニック 歯 明徳町 4-10-2 68-0001  

ファミリー歯科ｸﾘﾆｯｸ 歯 ときわ町 4-22-14 68-0418  

内=内科 外=外科 胃=胃腸科 整=整形外科 耳=耳鼻咽喉科 皮=皮膚科 眼=眼科 泌=泌尿器科 歯=歯科 
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Ⅵ 寮関係の教職員                 

 

 寮には、寮生の指導、寮生活の向上、寮生会活動の援助を目的として、次の教
職員が携わっています。 

 

 

1. 寮務教員（寮務委員会） 
   寮には、寮務委員がおり、寮務主事が寮の管理運営全般の直接の責任者と

なり、寮務主事補がその業務を補佐しています。 

また、寮務委員及び学生課長で構成される寮務委員会があり、寮の管理運営、 
寮の厚生補導に関する問題を話し合っています。 

 

2. 学生課寮務係 
   寮の職員は、施設・設備の管理、運営及び日常の寮生活に関することや、

諸手続きなどに携わっています。 

なお、事務の勤務時間は、平日8時30分から17時00分までとなっています。 

 

3. 当直教員 
   寮生の指導・助言に当たるため、夜間（17時00分～翌日8時30分）及び休日

の日中（8時30分から17時00分）に教員が管理棟にある教員当直室において宿
日直をしています。 

なお、この教員当直室は、寮生の生活や学習の指導の場にも当てられてい 
ます。 

 

4. 警備員 
   寮の施設・設備の維持管理等のために、夜間（17時00分～翌日8時30分）に 

おいては警備員室で宿直を、また、休日の日中（8時30分から17時00分）は事 
務室で日直をしています。 

夜間や休日に寮の施設や設備に問題が発生した場合などには、警備員に申 
し出て下さい。 

 

5. その他 
   寮の食事や清掃は、業者と委託契約を結んで実施しています。食事時間を 

守らなかったり、施設・設備を乱雑に使用すると、業者の方に大きな負担を 
強いることになります。日課やきまり、共用室の使用と清掃当番には十分留 
意して下さい。 
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Ⅶ 寮生会について                   

 

 寮には「寮生の規律ある共同生活を自治的に運営することを目的とする」（「寮
生準則」第７条）として寮生全員で構成された寮生会が置かれています。つまり、
寮の生活運営は学校の指導の下に、寮生会の自主的運営に委ねられています。 

 

1. 寮生会組織 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 各種委員会 
   各種委員会は、親睦・厚生・文化・環境の４つあり、毎日の生活をより良く

するための仕事や各種行事を企画して実行しています。 
 

各委員会の役割分担 
 日 常 業 務 と 行 事 

親 睦 新入寮生歓迎会、寮祭、親睦スポーツ大会、予餞会 

文 化 寮生会誌「蒼冥」の編集と発行、自習室当番、 
寮祭・親睦スポーツ大会の手伝い 

環 境 

寮内外清掃、風呂当番・調査、古紙回収、雪かき当番、 
冷蔵庫清掃 

厚 生 

食事カード当番、食事アンケート、寮祭・予餞会、 
ビデオ上映会、手紙当番、 

       寮 生 総 会  
選挙管理委員会

 

(※は執行部）    会 計 監 査      ※ 寮  長   
    

       
   ※ 副寮長2名     

               
           

環
境
委
員
長 

 

文
化
委
員
長 

 

厚
生
委
員
長 

親
睦
委
員
長 

    
階  長  ※書記長 ※会計長 
副 階 長   階 長 補 
副階長補  書記次長 会計次長 

                 
 委

員 
委
員  委

員 
委
員 

  
  

        

寮 生 

－ 28 － － 29 －



 

- 29 - 

 

3. 指導寮生 
   寮生会には執行部役員の他に、４・５年生の寮生全員が指導寮生として、所

属する階の下級生の指導をしてもらうことになっています。指導寮生には他の
模範となる日常生活を送ると共に、寮生会執行部や教職員と連絡を取りながら、
下級生の良き相談相手となり、その自律的生活を援護することが望まれていま
す。 

  指導寮生の主な役割とその分担は次のようになっています。 

 
 (1) 指導寮生の主な役割 

  ① 日常的役割 

 ａ）点呼による寮生の把握（外泊者、門限外外出者等の把握を含む） 

 ｂ）共用室（補食室、憩室）の管理・運営、廊下の環境維持 

 ｃ）居室巡回（学習指導、生活指導等） 

  ② 非日常的役割 

 ａ）病人への対応 

 ｂ）寮生からの相談への対応 

ｃ）防犯・防災に関する指導 

 ｄ）寮生会行事等の連絡と指導 

  
 (2) 指導寮生の役割分担 

  ① 階長（５年生） 

所属する階の寮生を掌握し、指導寮生を統括する。階長会議等を通じて寮 
長、教職員との連携を密にする。 

② 副階長（４年生）、階長補（５年生）、副階長補（４年生） 

上記の「日常的役割」ａ～ｃについて各階ごとに分担を決め、責任をもっ 
て実行する。 

 

4. 当  番 
   寮生が健全で快適な生活の日々を過ごすためには、寮生相互が共同生活上の 

種々の役割を分担し合わなければなりません。そのために、寮では日常的に以 
下のような当番が置かれ、活動しています。 
 

 (1) 清掃当番 

各棟各階の寮生全員が居室ごとの輪番によって、毎日22時40分～23時15分の 
時間帯に各階の憩室・補食室などの共用室の清掃をします。 

 

 (2) 風呂当番 

１・２年生の寮生全員が居室ごとの輪番によって、毎日22時40分～23時15分 
の時間帯に浴室の清掃をします。 
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 (3) 各種委員会ごとの当番 

上記の当番以外にも、食事カード当番（厚生委員会）、手紙当番（厚生委員
会）、自習室当番（文化委員会）など、各種委員会によって当番が行われて
います。 

 
 
 

－ 30 － － 31 －
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Ⅷ 寮 関 係 規 則            
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付録 災害時の役割分担と避難の流れ 
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1. 苫小牧工業高等専門学校寄宿舎規則 
 

規則第3号 
制  定 昭和39年４月１日 
一部改正 昭和40年４月１日 
一部改正 昭和43年４月１日 
一部改正 昭和44年４月１日 
一部改正 昭和50年４月１日 
一部改正 昭和51年７月20日 
一部改正 昭和56年11月２日 
一部改正 昭和59年４月１日 
一部改正 昭和63年４月１日 
一部改正 平成４年４月１日 

 一部改正 平成15年３月20日 
一部改正 平成16年４月１日 
一部改正 平成25年３月７日 
一部改正 平成27年３月10日 
一部改正 平成28年２月23日 

 
（趣 旨） 
第１条 この規則は，苫小牧工業高等専門学校学則第50条第２項の規定に基づき，
苫小牧工業高等専門学校（以下「本校」という。）における寄宿舎の管理運営そ
の他必要事項について定めるものとする。 

（設置の目的） 
第２条 寄宿舎は，学生の修学に便宜を供与し，かつ，規律ある共同生活を通し
て，その人間形成を助長し，本校の掲げる教育目的の達成に資することを目的
とする。 

（名 称） 
第３条 寄宿舎の名称は，本校蒼冥寮及び楓和寮（以下「学生寮」と総称する。）
とする。 

（寮生活の基本） 
第４条 学生寮に入寮している学生（以下「寮生」という。）は，本校学則，この
規則及びその他本校の定める諸規則を守り，相互に敬愛啓発して自己及び共同
生活の向上充実に努めなければならない。 

（管理運営） 
第５条 学生寮は，校長が管理運営する。 
２ 副校長（寮務主事）は，校長の命を受けて，学生寮の運営及び寮生の厚生補
導に関することを掌理する。 

３ 寮務主事補は，副校長（寮務主事）の業務を補佐する。 
４ 学生寮に関する事務は，学生課において処理する。 
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（宿日直） 
第６条 校長が必要と認めたときは，教員が宿日直する。 
２ 宿日直に関する事項は，別に定める。 
（寮務委員会） 
第７条 学生寮の管理運営に関する事項及び寮生の厚生補導に関する事項を調査
審議するため，寮務委員会を置く。 

２ 寮務委員会に関する事項は，別に定める。 
（入 寮） 
第８条 学生寮に入寮を希望する学生は，入寮願（別紙第１号様式）及びその他
本校が指定する書類を添え，校長に願い出るものとする。 

２ 蒼冥寮には男子学生を，楓和寮には女子学生を入寮させる。 
３ 入寮を希望する学生の選考は，寮務委員会が行う。 
４ 入寮の選考に関する事項は，別に定める。 
５ 入寮の許可は，選考の結果に基づいて，校長が行う。 
６ 入寮の時期は，学年の始めとする。ただし，学年の途中においても入寮させ
ることがある。 

７ 入寮の許可期間は，入寮した日の属する年度の末日までとする。 
（退 寮） 
第９条 退寮しようとする寮生は，退寮願（別紙第２号様式）を校長に提出し，
許可を受けるものとする。 

２ 本校学則及びその他本校の定める諸規則に違反した寮生，寄宿料及び第11条
第２項に規定する諸経費を納付しない寮生又は疾病その他の事由により共同生
活に適さないと認めた寮生に対し，校長は退寮を命ずることがある。 

（居室の決定） 
第10条 寮生の居室の決定及び変更は，副校長（寮務主事）が行う。 
（寄宿料及び諸経費） 
第11条 寄宿料の額及び徴収方法は，独立行政法人国立高等専門学校機構におけ
る授業料その他の費用に関する規則（平成16年独立行政法人国立高等専門学校
機構規則第35号）及び本校債権管理及び歳入徴収事務取扱要項の定めるところ
による。 

２ 寮生の入寮時に必要な経費及び生活上必要な経費で各人の負担すべきものの
額及び徴収方法は，別に定める。 

３ 寮生又は寮生の学資を主として負担している者が，風水害等の災害を受け，
納付が困難であると認められる場合は，別に定めるところにより寄宿料を免除
することがある。 

（組織設置の許可） 
第12条 寮生がその総意により，自ら学生寮設置の目的に従って運営する組織を
設けようとする場合，その組織の目的等が学校運営上，有意義であると認める
ときは，校長はその組織の設置を許可するものとする。 

２ 校長は，前項の組織がその目的を逸脱した場合は，解散を命ずることがある。 
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（防災安全） 
第13条 校長は，寮生の災害時における安全の確保について，必要な措置を取ら

なければならない。 
２ 寮生は，火災その他の災害の防止について，常時注意するとともに，本校が

行う防災避難訓練及びその他の措置について協力しなければならない。 
（保健衛生） 
第14条 校長は，寮生に関する健康の維持及び増進に留意しなければならない。 
２ 校長は，必要があると認める場合は，寮生に対し健康診断の受診又は療養を

命ずることがある。 
３ 寮生は，各自の健康維持及び増進に留意するとともに，本校が行う健康診断

等必要な措置に協力しなければならない。 
４ 本校教職員は，寮生から罹患又は怪我をした旨の申出があった場合，必要な
措置を講じなければならない。 

（施設，設備の使用） 
第15条 学生寮の施設，設備の使用については，別に定める。 
（閉寮期間等） 
第16条 学生寮は，本校学則第５条第１項第四号に規定する休業日は閉寮するも
のとする。ただし，特別の必要があるときは，校長は，これらの休業日であっ
ても開寮させることがある。 

２ 前項に規定する閉寮期間のほか，臨時に閉寮する場合は，校長がその都度定
める。 

３ 校長は，寮生にやむを得ない事情があると認めたとき，前２項の閉寮期間中
においても残寮を許可することがある。 

（雑 則） 
第17条 この規則の実施について必要な事項は，別に定める。 

 
附 則 この規則は，昭和39年４月１日から施行する。 
附 則 この規則は，昭和40年４月１日から施行する。 
附 則 この規則は，昭和43年４月１日から施行する。 
附 則 この規則は，昭和44年４月１日から施行する。 
附 則 この規則は，昭和50年４月１日から施行する。 
附 則 この規則は，昭和51年７月20日から施行する。 
附 則 この規則は，昭和56年11月２日から施行する。 
附 則 この規則は，昭和59年４月１日から施行する。 
附 則 この規則は，昭和63年４月１日から施行する。 
附 則 この規則は，平成４年４月１日から施行する。 
附 則 １ この規則は，平成15年３月20日から施行し，平成14年４月１日

から適用する。 
２ この規則以前に執行しているものについては，なお従前の例に 
よる。 
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附 則 この規則は，平成16年４月１日から施行する。 
附 則 この規則は，平成25年３月７日から施行し，平成25年４月１日から 

適用する。 
附 則 この規則は，平成27年４月１日から施行する。 
附 則 １ この規則は，平成28年４月１日から施行する。 

      ２ 平成27年度以前に入学した学生については，改正後の規定にか 
かわらず，なお従前の例による。 
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別紙第１号様式（第８条関係） 
 

入 寮 願 
 

年   月   日 
 
 
苫小牧工業高等専門学校長 殿 

 
 

本 人 

 学年     組    （      年度入学）

氏 名ふ り が な                       印   男・女 

生年月日               年      月      日 

保証人 
(保護者) 

住  所 〒 
 
                  ℡ （    ）    － 

氏 名ふ り が な                       印 

 
職  業                   本人との続柄 

 
 
 下記の理由により苫小牧工業高等専門学校の学生寮に入寮したいので許可願います。 
 

記 
 
 

入寮希望 
理  由 
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１．通学事情 
 

 １） 自宅から最寄りのＪＲ駅までの距離        約        ｋｍ

 ２） 自宅出発時間        約         時        分頃

 ３） 自宅から最寄りのＪＲ駅までの交通手段，所要時間 
    該当○印 （ バス ・ 自転車 ・ 徒歩 ・ その他 ）  約       分

 ４） ＪＲ列車発車時刻      線        駅発     時   分

 
２．家族構成 

（４月１日現在予定） 
氏   名 続 柄 職 業 等 （ 学 生 の 場 合 は 学 年 ） 

   

   

   

   

   

   

 
３．疾病等について（寮生活をする上で寮に知らせておきたい疾病等 例：喘息等） 
 
 

 
４．家族の特殊事情 
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別紙第２号様式（第９条関係） 
 

学級担任印  

 

退 寮 願 
 

年  月  日 
 
 苫小牧工業高等専門学校長 殿 
 

本 人 

（男子）第  棟    室  
（女子）        室      学年     組 

氏 名                           印 

生年月日              年      月      日 

保証人 
（保護者） 

住  所 

氏 名                           印 

本人との続柄 

 
 このたび下記の理由により，苫小牧工業高等専門学校の学生寮を退寮したいので許可願
います。 
 

記 
 

退 寮 の 理 由  

退寮希望年月日 年   月   日 

退寮後の住所 
〒 
 
 

℡ （    ）    －    
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2. 苫小牧工業高等専門学校寮生準則 

 
規則第15号 

制  定 昭和51年７月20日 
一部改正 昭和62年２月25日 
一部改正 平成４年４月１日 
一部改正 平成12年４月１日 
一部改正 平成13年４月１日 
一部改正 平成15年３月20日 
一部改正 平成15年４月１日 
一部改正 平成16年４月１日 
一部改正 平成27年３月10日 
一部改正 平成28年２月23日 
一部改正 平成28年12月20日 

 
第１章 総則 
（趣 旨） 
第１条 この準則は，苫小牧工業高等専門学校寄宿舎規則（以下「寄宿舎規則」
という。）第17条の規定に基づき，苫小牧工業高等専門学校寄宿舎（以下「学生
寮」という。）設置の目的を達成するために，学生寮に入寮している学生（以下
「寮生」という。）の守るべき事項を定めるものとする。 

（共同生活の基本） 
第２条 寮生は，苫小牧工業高等専門学校学則（以下「学則」という。），寄宿舎

規則，この準則及び別に定める寮生心得に従って規律ある共同生活を営み，健
全，かつ，自主的な活動を通して協同自治の精神を養い，そのよりよき人間形
成に努めなければならない。 

 
第２章 入寮及び退寮 
（入 寮） 
第３条 入寮を許可された学生は，所定の期日までに入寮誓約書（別紙第１号様
式）及びその他苫小牧工業高等専門学校（以下「本校」という。）が必要と認め
る書類を校長に提出しなければならない。 

（退 寮） 
第４条 寮生は，退寮しようとするときは，事前に寄宿舎規則第９条第１項に定
める退寮願を提出し，校長の許可を受けなければならない。 

２ 寮生は，次の各号の一に該当する場合は退寮しなければならない。 
一 卒業したとき。 
二 退学したとき。 
三 退学及び除籍を命ぜられたとき。 
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四 寄宿舎規則第９条第２項に該当したとき。 
３ 寮生は，退寮を許可又は命ぜられた日を含めて７日以内に退寮しなければな
らない。 

 
第３章 寄宿料及び諸経費 
（寄宿料等の納付） 
第５条 寮生は，寄宿舎規則第11条の規定に基づく寄宿料，入寮時に必要な経費
及び学生寮での生活上必要な経費を，各々本校が指定する方法により納付しな
ければならない。ただし，再入寮の場合は，入寮時に必要な経費を納付する必
要はない。 

 
第４章 寮生会 
（寮生会） 
第６条 蒼冥寮及び楓和寮に，それぞれの寮生会を置く。 
（寮生会の目的） 
第７条 寮生会は，寮生の規律ある共同生活を自治的に運営することを目的とす

る。 
（寮生会の構成） 
第８条 蒼冥寮寮生会は蒼冥寮寮生全員，楓和寮寮生会は楓和寮寮生全員をもっ
て構成するものとする。 

（寮生会の活動） 
第９条 寮生会活動を行うにあたっては，寮生相互の個人生活を侵すことなく，

かつ，学則及びその他本校の定める諸規則に違反してはならない。 
（寮生会設立の許可） 
第10条 寮生会を組織する場合は，次に掲げる事項を記載した書類を校長に提出
し，その許可を受けなければならない。 
一 名称 
二 目的 
三 規約 
四 代表者及び役員名簿 

２ 寮生会の活動がその目的を逸脱した場合は，解散させられることがある。 
（寮生会の規約） 
第11条 規約には，次の事項を記載しなければならない。 
一 名称，目的及び組織に関すること。 
二 役員の種類，人数，任務，任期及び選出方法に関すること。 
三 総会，各会議の機能及び権限に関すること。 
四 会費，会計及び会計監査に関すること。 
五 会議の招集に関すること。 
六 規約の改正及び規約の発効に関すること。 

２ 規約の改正については，校長の承認を得なければならない。 
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（事業計画の提出） 
第12条 寮生会は，事業計画を校長に提出するものとする。 
（本校との協議） 
第13条 寮生会は，この準則に定めるところによるほか，校長と協議のうえ，そ
の目的達成に必要な事項を行うことができる。 

 
第５章 団体結成及び学生寮内外の活動等 
（学生寮内団体結成） 
第14条 寮生が，寮生をもって会員とする学生寮内団体（以下「団体」という。）
を結成しようとするとき，又は年度を越えて継続しようとするときは，寮生会
を経て校長に届け出なければならない。 

２ 団体の活動がその目的を逸脱した場合は，解散させられることがある。 
（学生寮内の活動） 
第15条 寮生又は団体が学生寮内において集会，行事の開催，文書等の配布，物

品の販売，募金，署名及び調査等の行為をしようとするときは，事前に寮生会
を経て校長に願い出し，その許可を受けなければならない。 

（掲 示） 
第16条 寮生又は団体は，学生寮内において新聞，ビラ，ポスター等（他から依
頼を受けた掲示物を含む。）を掲示しようとするときは，寮生会の管理の下に行
うものとする。 

２ 学生寮内における掲示物は，本校の定めた場所以外には掲示することができ
ない。 

（学生寮外の活動） 
第17条 寮生又は団体が学生寮外において，本校名及び学生寮名を使用して学生
寮外団体に加入しようとするとき，又は学生寮外において第15条及び前条第１
項に規定するような行為をしようとするときは，苫小牧工業高等専門学校学生
準則（以下「学生準則」という。）第17条から第21条までの規定を準用する。 

（活動の基本） 
第18条 本章の行為は，学則及びその他本校の定める諸規則に違反してはならな
い。 

 
第６章 防災安全等 
（防 災） 
第19条 寮生は，別に定める寮生心得及び学生寮防災避難要領等に基づいて，火

災その他の災害の防止に常に注意し，特に次の各号に掲げる事項を厳守しなけ
ればならない。 
一 所定の設備を除くガス器具，石油器具，発火性の物質及び電熱器等の電気器
具は，絶対に使用しないこと。 

二 火気は，指定の場所以外では絶対に使用しないこと。また使用後の始末は，
厳重に行うこと。 
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三 本校の行う防災安全上必要な措置については，本校教職員等の指示に従い，
協力すること。 

（災害の発見と処置） 
第20条 寮生は，災害又は事故の発生を知ったときは，直ちに臨機の処置をとる
とともに，本校教職員等に連絡し，その指示に従わなければならない。 

（防災組織と訓練） 
第21条 寮生は，別に定める学生寮防災避難要領に基づいて，寮生会の下に組織
をつくり，本校が行う防災避難訓練に参加しなければならない。 

（保健衛生） 
第22条 寮生は，各自健康維持及び増進に留意するとともに，学生寮内外の清潔

に努めなければならない。 
２ 罹患又は怪我をしたときは，直ちに本校教職員等に連絡し，その指示に従わ
なければならない。 

 
第７章 施設及び設備の使用等 
（施設及び設備の使用） 
第23条 寮生，寮生会及び団体が，日常その使用を認められていない学生寮の施
設及び設備を集会，行事等のために使用しようとするときは，事前に学生寮施
設・設備使用許可願（別紙第２号様式）を提出し，校長の許可を受けなければ
ならない。 

２ 施設及び設備の使用に際しては，それぞれの注意事項に従わなければならな
い。なお，使用者の故意又は不注意により，施設及び設備に損害を与えた場合
は，弁償しなければならない。 

３ 寮生，寮生会及び団体が，学生寮以外の本校の施設及び設備を集会，行事等
のために使用しようとするときは，学生準則第22条及び第23条の規定を準用す
る。 

（外来者） 
第24条 寮生が外来者と面会する場合は，副校長（寮務主事）が指定した時間に
限り，学生寮事務室備付の外来者名簿に所定事項を記入のうえ，副校長（寮務
主事）が指定する場所で面会するものとする。 

２ 寮生は，外来者を学生寮に宿泊させてはならない。 
 

第８章 外出，外泊等 
（門限外の外出） 
第25条 寮生は，門限外に外出しようとするときは，事前に門限外（外出・帰寮・
不在）届（別紙第３号様式）を副校長（寮務主事）に提出しなければならない。 

（外泊，帰省等） 
第26条 寮生は，外泊を伴う帰省等をしようとするときは，事前に外泊届（別紙

第４号様式）を副校長（寮務主事）に提出しなければならない。 
２ 前項の届出事項に変更が生じた場合には，直ちに本校教職員に連絡しなけれ
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ばならない。 
（残 寮） 
第27条 寮生は，寄宿舎規則第16条第１項及び第２項に規定する閉寮期間中にお
いて，やむを得ない事情により学生寮に残ることを希望するときは，残寮願（別
紙第５号様式）を提出し，校長の許可を受けなければならない。 

 
第９章 その他 
（雑 則） 
第28条 この準則に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

 
附 則  １ この寮生準則は，昭和51年７月20日から施行する。 

   ２ この準則の施行により寮生準則（昭和40年４月１日制定）は廃止 
する。 

附 則  この寮生準則は，昭和62年２月25日から施行する。 
附 則  この準則は，平成４年４月１日から施行する。 
附 則  この準則は，平成12年４月１日から施行する。 
附 則  この準則は，平成13年４月１日から施行する。 
附 則  １ この準則は，平成15年３月20日から施行し，平成14年４月１日か

ら適用する。 
２ 施行日以前に執行しているものについては，なお従前の例による。 

附 則  この準則は，平成15年４月１日から施行する。 
附 則  この準則は，平成16年４月１日から施行する。 
附 則  この準則は，平成27年４月１日から施行する。 
附 則  １ この規則は，平成28年４月１日から施行する。 

２ 平成27年度以前に入学した学生については，改正後の規定にかかわ 
らず、なお従前の例による。 

附 則  この規則は，平成29年４月１日から施行する。 
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別紙第１号様式（第３条関係）第１号様式（第３条関係） 
 
 

入 寮 誓 約 書 
 
 
 このたび，苫小牧工業高等専門学校の学生寮に入寮しましたう
えは，在寮中寄宿舎規則及び寮生準則の遵守はもとより学校の定
めた一切の規程に従い，規律ある共同生活を行うことを連署のう
えここに誓約します。 
 
 
 
 平成   年   月   日 
 
 苫小牧工業高等専門学校長 殿 
 
 
本人（学生） 

  学 科 名         工学科   年  

  氏  名              印  （男・女） 
 
保証人 

  氏  名              印 （本人との続柄    ） 
 
  郵便番号     －          

  現 住 所                            

  電話番号     －   －       
 
 
 
記入上の注意 
１ 本人（学生）及び保証人は，自署の上押印すること。 
２ 保証人は，学生の学資負担者（父母兄姉又はこれに代わる者で成年者）とし，

学校に提出する誓約書の連帯保証人と同一人とすること。 
３ 記入事項に異動が生じた場合は，直ちに届けること。 
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別紙第２号様式 （第23条関係）

　苫小牧工業高等専門学校長　殿

　下記のとおり使用したいので、許可願います。

印

・  使用後は寮務係又は宿日直勤務の教員に連絡すること。

指導（顧問 ）教員名

注意事項
･　使用に際しては施設・設備類を大切に取り扱うこと。
･　使用後は直ちに整理整頓・清掃をし窓等の戸締まりを確認すること。

学生寮施設・設備使用許可願

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

責任者名

記

使用団体または個人
名 人　数

使 用 目 的

　　　月　　　日（　　　）　　　時　　　分～　　　　　時　　　　分　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　組

使 用 施 設 ・ 設 備 名

　　　　月　　　日（　　　）　　　時　　　分～　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　月　　　日（　　　）　　　時　　　分まで　　　　　

使 用 日 時

－ 44 － － 45 －
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別紙４号様式（第26条関係）

苫小牧工業高等専門学校
副校長（寮務主事）　殿

学科・組 年 組 氏名 棟 号室
棟 号室

□帰省（親戚宅含む） □自宅　　□親戚宅
□クラブ遠征・各種試験・その他

□クラブ遠征・各種試験・その他 □ホテル等（　　　　　　　　　　）
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※自宅以外の場合
は連絡先を記載

　　月　　日（　　）～　　　月　　日（　　） 　　泊　　日
□帰省（親戚宅含む） □自宅　　□親戚宅
□クラブ遠征・各種試験・その他 □ホテル等（　　　　　　　　　　）
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ホテル等（　　　　　　　　　　）
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　月　　日（　　）～　　　月　　日（　　） 　　泊　　日
□帰省（親戚宅含む） □自宅　　□親戚宅
□クラブ遠征・各種試験・その他 □ホテル等（　　　　　　　　　　）
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　月　　日（　　）～　　　月　　日（　　） 　　泊　　日

　　月　　日（　　）～　　　月　　日（　　） 　　泊　　日
□帰省（親戚宅含む） □自宅　　□親戚宅

□ホテル等（　　　　　　　　　　）
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　月　　日（　　）～　　　月　　日（　　）
□帰省（親戚宅含む） □自宅　　□親戚宅
□クラブ遠征・各種試験・その他
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□クラブ遠征・各種試験・その他 □ホテル等（　　　　　　　　　　）
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□クラブ遠征・各種試験・その他 □ホテル等（　　　　　　　　　　）
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　月　　日（　　）～　　　月　　日（　　） 　　泊　　日
□帰省（親戚宅含む） □自宅　　□親戚宅

外　泊　届

外泊期間 外泊理由 外泊先 備考

　　月　　日（　　）～　　　月　　日（　　） 　　泊　　日
□帰省（親戚宅含む） □自宅　　□親戚宅
□クラブ遠征・各種試験・その他 □ホテル等（　　　　　　　　　　）
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

部屋番号 前 期

□クラブ遠征・各種試験・その他

後 期

　　月　　日（　　）～　　　月　　日（　　） 　　泊　　日
□帰省（親戚宅含む） □自宅　　□親戚宅

　　月　　日（　　）～　　　月　　日（　　） 　　泊　　日
□帰省（親戚宅含む） □自宅　　□親戚宅

　　月　　日（　　）～　　　月　　日（　　） 　　泊　　日
□帰省（親戚宅含む） □自宅　　□親戚宅

　　月　　日（　　）～　　　月　　日（　　）

□ホテル等（　　　　　　　　　　）
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　泊　　日
□帰省（親戚宅含む） □自宅　　□親戚宅

　　泊　　日

□クラブ遠征・各種試験・その他

□クラブ遠征・各種試験・その他

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　月　　日（　　）～　　　月　　日（　　） 　　泊　　日
□帰省（親戚宅含む） □自宅　　□親戚宅

□クラブ遠征・各種試験・その他

□クラブ遠征・各種試験・その他 □ホテル等（　　　　　　　　　　）
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ホテル等（　　　　　　　　　　）
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　月　　日（　　）～　　　月　　日（　　） 　　泊　　日
□帰省（親戚宅含む） □自宅　　□親戚宅

(     　 -　　   -       )

※自宅以外の場合
は連絡先を記載 (     　 -　　   -       )

※自宅以外の場合
は連絡先を記載 (     　 -　　   -       )

※自宅以外の場合
は連絡先を記載 (     　 -　　   -       )

(     　 -　　   -       )

※自宅以外の場合
は連絡先を記載 (     　 -　　   -       )

※自宅以外の場合
は連絡先を記載 (     　 -　　   -       )

※自宅以外の場合
は連絡先を記載 (     　 -　　   -       )

※自宅以外の場合
は連絡先を記載 (     　 -　　   -       )

□ホテル等（　　　　　　　　　　）

□ホテル等（　　　　　　　　　　）

※自宅以外の場合
は連絡先を記載 (     　 -　　   -       )

※自宅以外の場合
は連絡先を記載 (     　 -　　   -       )

※自宅以外の場合
は連絡先を記載 (     　 -　　   -       )

※自宅以外の場合
は連絡先を記載

※自宅以外の場合
は連絡先を記載 (     　 -　　   -       )
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別紙第５号様式（第27条関係） 
 

残 寮 願 
 
 
 苫小牧工業高等専門学校長 殿 
 
 

年   月   日 
 
 

第    棟     室 
 

     学年     組 
 

氏 名             印 
 
 
 

下記のとおり，苫小牧工業高等専門学校学生寮に残寮したいので，許可願います。 
 
 
 

記 
 
 
 

１．残 寮 期 間        年  月  日～  年  月  日 
 
 

２．残 寮 理 由 
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3. 寮生心得 

   寮生は、この寮生心得に従って規律ある健全な学寮生活をおくり、共同生活
の向上充実に努めるものとする。そのために寮生は、生活の規範として次の事
項に留意する。      

 (1) 規律を守り、勉学に励むこと。                     

 (2) 自律と責任を重んじ、他人に迷惑をかけないこと｡    

 (3) 健康に留意し、清潔整頓につとめること。           
 

 1. 日 課  （省 略） 
 

 2. 食事について                                      
 (1) 食事は、きめられた時間内に食堂・多目的ホールですませ、食器類を外に 

持ち出さないこと。   

 (2) 乱れた服装や汚れた服装で食堂・多目的ホールに入らないこと。 

(3) 補食室・補食コーナー以外では、ガスコンロ、電気器具等の火気を用いて 
調理をしないこと。   

 

 3. 保健衛生について                                  
 (1) 居室の掃除は、各自毎日行うこと。                 
 (2) 共用室等の掃除は、寮生会の管理のもとに当番を定めて行うこと。             

 (3) 浴場では洗濯をしないこと。                       

 (4) 食事と睡眠を日頃から充分にとり、うがい、手洗いの励行と身のまわりの 
清潔に心がけること。 

 (5) 怪我・病気をしたときは学校の保健室に相談のうえ、その指示に従って処 
置すること。 

 (6) 夜間、休日等に怪我・病気をしたときは、当直教員、寮母（事務補佐員）、 
寮長または階長等に応急手当や病院への手配を申し出ること。                      

 
 4. 防災安全及び施設設備の使用について                
 (1) 居室では電熱器具(コンロ、ポット等)、ガス器具、石油器具、発火性の物質

その他の火気を絶対に使用しないこと。    

 (2) 施設されている電灯及び配線には、工作しないこと。     

 (3) 停電の場合は、当直教員に連絡し、その指示に従うこと。  

 (4) 別に定める「防災避難要領」に従い、防災安全上の心得を厳守すること。       

 (5) 居室の備品その他寮の施設設備は、大切に扱い、万一破損させた場合は、 
寮務係に届け出て、その指示に従い処置すること。                          

 (6) 共用室等の利用については、寮生会の定める利用心得に従うこと。             
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 5. 禁止行為                                          
 (1) 寮生の生命、身体、財産を脅かす行為及び物品の持ち込み。 

 (2) 寮生の生活と勉学の環境を損なう行為及び物品の持ち込み。 

 (3) 社会常識に反する行為。 
                           
 6. その他                                             
 (1) 現金、貴重品は、必ずロッカーに収め、施錠すること。    

 (2) 居室を留守にするときは、必ず施錠して出ること。       
 

平成13年10月１日 第８回寮務委員会改正 
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4. 蒼冥寮寮生会会則 
 

（名 称） 
第１条 本会は、苫小牧工業高等専門学校（以下「苫小牧高専」という。）蒼冥

寮寮生会と称する。 

（目 的） 
第２条 本会は、苫小牧高専蒼冥寮における寮生の共同生活を自律的に営み、寮 
生相互の関係を密接、かつ円滑にすることを目的とする。 

（構 成） 
第３条 本会は、苫小牧高専蒼冥寮寮生（以下「会員」という。）全員をもって

構成する。 

（機 関） 
第４条 本会、第２条の目的を達成するために次の機関を置く。 
 一 総会 
 二 各種委員会 

  (1) 親睦委員会 

  (2) 文化委員会 

  (3) 厚生委員会 

  (4) 環境委員会 

 三 階長会議 

（役 員） 
第５条 本会の運営を円滑にするために、次の役員を置く。 

 一 寮 長 1名 

 二 副寮長 2名 

 三 書記長 1名 書記次長 1名 

 四 会計長 1名 会計次長 1名 

 五 会計監査 1名 

 六 各種委員長 各1名  各種副委員長 各1名 

 七 階 長 各階1名 副階長 各階1名 

（寮長の任務） 
第６条 寮長は本会を代表し、会務を行うとともに議決執行の最高の責任を持つ。 

（副寮長の任務） 
第７条 副寮長は寮長を補佐し、寮長不在の場合はその任務を代行する。 

２ 各種委員会を統括する。 

（書記長及び書記次長の任務） 
第８条 書記長及び書記次長は、総会及びその他の行事の記録に関する事務を行 

う。 

２ 寮生の寮内掲示物の管理を行う。 

３ 蒼冥新聞の発行責任者となる。
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（会計長及び会計次長の任務） 

第９条 会計長及び会計次長は、寮生会の予算決算及び出納、その他会計に関す 
る事務を行う。 

２ 新聞購読及び新聞代会計に関する事務を行う。 
（会計監査の任務） 
第10条 会計監査は、寮生会会計及び新聞代会計の監査を行う。 

（各種委員長及び各種副委員長の任務） 
第11条 各種委員長は、各種委員会を組織し、会務を行う。 
２ 各種副委員長は各種委員長を補佐し、委員長不在の場合はその任務を代行す 

る。 
（階長及び副階長の任務） 
第12条 階長及び副階長の任務は、次のとおりとする。 

 一 点呼に関すること。 

 二 階の生活規律に関すること。 

 三 外泊･外出届用紙の取り扱いに関すること。 

 四 防災に関すること。 

（執行部役員） 
第13条 執行部は、寮長、副寮長、書記長、会計長により構成する。 

（執行部役員及び会計監査の選出及び任期） 
第14条 執行部役員及び会計監査は、会員立候補者の中から投票により選出する。 

２ 執行部役員及び会計監査の任期は、12月1日より翌年11月30日までの1年間と 
 する。 
３ 選挙についての細則は、別に定める。 

（執行部役員以外の役員の選出及び任期） 
第15条 書記次長、会計次長、各種委員長は執行部が推薦し、会員の承認を得る。 
また、各種副委員長、階長、副階長に関しては執行部が推薦し任命する。 

２ 書記次長及び会計次長の任期は執行部に準ずる。 

３ 各種委員長及び各種副委員長の任期は、12月1日より翌年11月30日までの1年 
間とする。 

４ 階長、副階長の任期は、前期4月1日より9月30日、後期10月1日より3月31日ま 
でとする。 

  ただし、再任は妨げない。 

（役員の兼任の禁止） 
第16条 寮長、副寮長、書記長、会計長、会計監査は兼任できない。 

（総 会） 
第17条 総会は本会最高の議決機関である。 

２ 定例総会は、原則として年2回とする。 

３ 寮長が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上の要求があったときは臨時総 
会が開かれる。 

４ 総会は、会員の3分の2以上の出席により成立する。 
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５ 寮長は、議長の選出を総会に諮る。 

６ 議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。 

７ 総会の開催日と、その目的は少なくとも1週間以前に公示されなければならな 
い。 

（各種委員会） 
第18条 各種委員会は次の活動をする。 

 一 親睦委員会 

   （1） 寮祭等寮生間の親睦を図る行事に関すること。 

 二 文化委員会 

  (1) 自習室の利用に関すること。 

    (2) 寮生会誌「蒼冥」の発行に関すること。 

   (3) その他文化に関すること。 

  三 厚生委員会 

    (1) 寮の食事に関すること。 

    (2) ビデオ上映会に関すること。 

    (3) その他厚生に関すること。 

  四 環境委員会 

   (1) 寮内及び寮周辺の環境整備に関すること。 

   (2) 花壇等美化に関すること。 

   (3) その他環境に関すること。 

（階長会議） 
第19条 階長会議は、執行部より招集があったとき開かれる。 

２ 階長の3分の1以上又は会員の4分の1以上の要求により臨時会議が開かれる。 

（リコール） 
第20条 会員の3分の1以上の要求があったときは、臨時選挙管理委員会を設置し、 

一週間以内に信任投票を行わなくてはならない。 

２ 有効投票数の過半数が不信任である場合、リコールが成立する。 
（会 費） 
第21条 本会の運営に要する経費は、会員の会費その他の収入をもって当てる。 

２ 新しく会員になる者は、入会金として1,000円を納めなければならない。 

３ 会費は年額2,000円とし、4月に納入するものとする。 

４ 年度の途中で会員となった者の会費は、前項にかかわらず前期入会者2,000円、 
 後期入会者1,000円とし、入会後20日以内に納入しなければならない。 

（会則の変更） 
第22条 本会則の変更は、総会によって行われる。 

（行 事） 
第23条 寮生会行事は、原則として全員参加とする。 
 

附 則 １ 昭和39年5月14日制定の会則は、これを廃止する。 

 ２ この会則は、昭和41年2月1日から施行する。 
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附 則 この会則は、昭和58年 4月27日から施行する。 

附 則 この会則は、昭和63年 2月18日から施行する。 

附 則 この会則は、平成 6年 4月 1日から施行する。 
附 則 この会則は、平成14年 4月24日から施行する。 
附 則 この会則は、平成15年12月15日から施行する。 

附 則 この会則は、平成20年4月24日から施行する。 

附 則 この会則は、平成27年4月21日から施行する。 
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5. 蒼冥寮寮生会役員選挙細則 
 
（目 的） 
第１条 この細則は、蒼冥寮寮生会会則第14条第3項の規定により寮生会役員の選 

挙に必要な事項を定めることを目的とする。 
（選挙管理委員会） 
第２条 寮生会に選挙管理委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
２ 委員会は、蒼冥寮寮生会会則第13条に定める執行部および会計監査の選挙を 

管理する。 
３ 選挙管理委員（以下「委員」という。）は、執行部、会計監査の任期終了の一 
ヶ月前に選出されなければならない。 

４ 委員は、各階から1名づつ選出する。 
５ 選挙管理委員会には、委員長1名、副委員長1名を置く。委員長、副委員長の 
選出は、委員の互選による。 

 ６ 委員会は、選挙完了後解散する。 
第３条 委員が役員に立候補した場合は、解任される。 
第４条 委員は、立候補者の選挙運動に参加することが出来ない。 
（公 示） 
第５条 委員会は、選挙の公示を投票日の一ヶ月前に行う。 
２ 前項の公示期間は、7日間とする。 
（立候補の届け出） 
第６条 立候補するものは、委員会所定の届出用紙に必要事項を記入し、公示期 
間中に委員会に届出るものとする。 

第７条 委員会は、公示期間終了直後に立候補者の氏名の発表を行う。 
第８条 委員会に届出を行った立候補者は、届出直後から投票日前日まで選挙運 
動を行うことが出来る。 

２ 選挙運動は、委員会が正当と認めた範囲において自由である。 
（立会演説会） 
第９条 立候補者は委員会主催の立会演説会を行うことが出来る。 
（投 票） 
第10条 投票は、選挙公示の一ヵ月後に行う。 
（開 票） 
第11条 開票は、即時開票とし、委員が行う。 
（当 選） 
第12条 当選は、有効投票数の過半数を得た立候補者を当選とする。 
２ 立候補者が有効投票数の過半数を獲得できない場合は、最高得票者と次点者 
の決選投票により決定する。 

第13条 立候補者が役員の定数と同数の場合は、信任投票を行い、有効投票数の 
過半数により決定する。 

２ 不信任の場合は7日以内に再選挙を行う。 
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（欠員選挙） 
第14条 寮生会役員に欠員が生じた場合は、原則として直ちに委員会を設置し、 
設置後14日以内に投票を行うものとする。 

（選挙違反） 
第15条 立候補者がこの細則の規定に違反した場合、又はこれに準ずる行為をし 
た場合には、委員会で適宜の処置をとる。 

第16条 この細則の規定以外の必要事項は、委員会で定める。 
第17条 この細則の変更は、寮生総会における議決を必要とする。 
 
附 則 
 この細則は、平成15年12月15日から施行する。 
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6. 学生寮防災避難要領 
 
1. はじめに 
 この要領は、本校「防災規程」、「寄宿舎規則第13条（防災安全）」、「寮生
準則第19条（防災）」の規定に基づき、次の目的を達成するための行動指針を定
めたものである。 

 (1) 学生寮における災害の発生を防止する。 

 (2) 学生寮で災害が発生した場合、人命の安全を図り、あわせて物的損害を最 
小限にとどめる。 

 

2. 火災を防ぐために 
 (1) 表１に、火災の要因となる可能性があるものを示す。これらのものを寮内 

へ持ち込まない。また、これらのものを発見した場合は、教員あるいは職員
に連絡する。 

 (2) 表１に示したなかで、指定の場所での使用が認められているものについて 
も、使用規則を厳守し災害発生の防止に注意する。 

 (3) 電気器具、電気配線、ガス器具およびガス配管に工作を施さない。これら 
の周囲は常に整理、清掃する。これらのものに異常が認められた場合は、職 
員あるいは教員に連絡する。 

 (4) 火災を含む全ての災害防止対策は、教員、職員および防災関係者の指示に 
従う。 

 
表1 火災の要因となる可能性があるもの 

 

  電気器具 

 

 ガス器具 

 石油器具 

 危険物 

 その他 

 電気コンロ、電気湯沸し、電気毛布、電気ストーブ、 
 トースター、白熱電球、アイロン等 

 ガスストーブ、ガスコンロ、ガスランタン等 

 石油ストーブ、ガソリンコンロ、ガソリンランタン等 

 発火性の物質 

 ライター、マッチ、ろうそく、木炭、たきつけ等 

 

 

 

3. 避難誘導係について 
(1) 寮長及び階長を中心とする各階の指導寮生で避難誘導係を構成し災害に備 

える。 

 (2) 寮生の避難誘導係は、毎年4月および12月に寮長が指名し、その任期は１年 
とする。 
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4. 非常避難器具について 
 (1) 火災報知器 

  ① 火災の発生を知らせるために、自動火災感知器（室内および廊下の天井） 
および手動式火災報知器（消火栓に付属）が設置されている。 

  ② 自動火災感知器は、熱または煙を感知してベルを鳴動させ、火災の発生を
知らせる。感知器の種類および設置場所は次のとおりである。 

   ａ）居室、憩室             ：差動式（急激な温度差によって作動する） 

   ｂ）補食室、補食コーナー、 ：定温式（所定の温度に達すると作動する） 

洗面所、脱衣室、乾燥室 

   ｃ）廊下、多目的ホール     ：煙式（煙を感知すると作動する） 

③ 居室の感知器は、結露によって誤報する可能性がある。 

  ④ 作動した感知器には、確認灯（赤灯）が点灯する。 

  ⑤ ベルが鳴動すると、火災報知器の複合型受信器（当直室）に警戒区域の当 
該棟・階が表示される。表示された番号と、自動火災設備警戒区域一覧図（受 
信器の下側に掲示）とを照合すると、火災発生の場所が確認できる。 

  ⑥ 学生寮の火災報知器が鳴動したときは校舎警備員室（校舎当直室）のサイ 
レンが鳴るので、必ず、警備員室（校舎当直室）(内線2013番)へ連格する。 

  ⑦ 校舎の火災報知器が鳴動したときは当直室のサイレンが鳴る。 

  ⑧ 鍋を焦がす、あるいは蒸気を発生させることによっても、その煙、熱を感 
知してベルは鳴動する。このような不注意が度々繰り返されると「慣れ」に 
より、本当に火災が発生したときに、正しい判断ができなくなる恐れがある。 
したがって、このようなことを絶対に起こさないよう心がける。 

 
 (2) 消火器 

  ① 各階廊下に２本、補食室に１本が配置されている。 
  ② 寮内の消火器は粉末消火器である。初期消火に適用する。 

  ③ 使用方法は次のとおり。 

   ａ）安全ピンを抜く 
   ｂ）ホースを伸ばし、先端を火元に向ける 

   ｃ）レバーを強く握る 

   ｄ）火元の手前から掃くように噴射させる。 
 
 (3) 消火栓 

  ① 各階の廊下中央に火災報知器とともに、消火栓が設置されている。 

  ② 状況によっては、この消火栓から放水して消火を行う場合もある。 

  ③ 格納されているホースは、火災時以外は絶対に引き出さない。 
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 (4) 非常階段 

  ① ４棟２・３階の北側および女子棟西側に非常階段が設置されている。 

  ② 普段は施錠してあるが、非常時には、プラスチックカバーを破って錠を開 
け避難する。 

 
 (5) 救助袋（シューター） 

  ① １棟３階廊下西側、２棟３・４階廊下東側および３棟３階廊下西側に設置
されている。 

  ② 廊下、階段あるいは非常階段で避難できない場合に使用する。 

  ③ 設置および避難の際は、地上との連係を密に行う。 

  ④ 救助袋の投下および固定は、原則として、当該階および当該棟1階の避難 
誘導係が行う。 

  ⑤ 救助袋を使って避難するときは、必ず地上部の固定を確認し、避難誘導係 
の指示に従って滑り降りる。 

 
 (6) 避難ロープ 

  ① １棟２階廊下東側、２棟２階廊下東西・３階および４階廊下西側、３棟２ 
階廊下東西・３階廊下東側に設置されている。 

  ② 廊下、階段、非常階段あるいは救助袋で避難できない場合に使用する。 

 
 (7) 常備灯 

   全居室に常備してある。 

 
 (8) 防火扉 

  ① 各棟各階に設置されている。 

  ② 煙感知器が作動した場合に自動的に閉じる構造になっている。ただし、手 
で押し開けることもできる。 

 
 (9) 複合型受信機 

  ① 当直室の前室に設置されている。 

  ② 閉じた防火扉を表示する。複合型受信機の表示と「防火戸設備配置一覧図」
とを照合すると、閉じた防火扉がある棟・階段が確認できる。 

  ③ 取扱方法は複合型受信機の下部に記載されている。 

 
 (10) 非常用遠隔操作盤(非常放送設備) 

  ① 当直室の前室に設置されている。 

  ② 非常時の緊急放送に使用する。 

  ③ 非常放送設備の左上に、緊急放送の操作手順が図解で説明されている。 
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 (11) 当直室に備付けの非常器具 

  ① 非常用電話機 ２台  
※消火栓組込みの発信器(各棟各階)および火災報知器の受信器(当直室)の

端子に接続して使用する。通話するために必ず両方を接続する。 

  ② メガホン(携帯用拡声器) １台 

  ③ トランシーバー  ７台 

  ④ 懐中電灯    １本 

  ⑤ マスターキー   １本 

 

5. 火災が発生した(ベルが鳴動した)場合 
 (1) 火災が発生した(ベルが鳴動した)場合は、原則として、「（付録）災害時 

の役割分担と避難の流れ」に示すとおりに対応する。なお、不測の事態にお 
いては、避難誘導係あるいは当事者の判断に委ねる。 

 
 (2) ベルは鳴動したが異常が確認できないときは次による。 

  ① 各居室、共用室等を点検する。 

  ② 作動した感知器の確認灯(赤灯)が点灯しているかどうか確認する。 

  ③ 作動した感知器付近にいた者に状況を訊く。 

 
 (3) 誤報と判明した場合は次による。 

  ① 誤報であった旨を放送する。 

  ② 火災報知器の受信器を復旧する。なお、感知器により作動した場合は、復 
旧までに時間を要する。 

  ③ 発信器の非常ボタンを押した場合は、押し込まれているボタンを手で戻す。 

 
 (4) 廊下、階段あるいは非常階段を通って避難できない場合には、次の方法で 

避難する。 

  ① 各棟１階    ：1階非常口あるいは居室の窓から外へ出る。 

  ② 各棟２階    ：救助ロープあるいは上の階の救助袋を使って地上に降りる。 

  ③ 各棟３・４階：救助袋(シューター)を使って地上に降りる。 

 
 (5) 火災現場付近は短時間に煙や有毒ガスが充満するおそれがあるので、可能 

な限り布類(濡らしてある方がより良い)で口および鼻を押さえ、姿勢を低く 
して避難する。 

 (6) 避難後は災害現場に戻らない。 

 
6. 地震が発生した場合 
 (1) 地震を感じた場合、原則として、「（付録）災害時の役割分担と避難の流 

れ」に示すとおりに対応する。なお、不測の事態においては、避難誘導係あ
るいは当事者の判断に委ねる。 
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（付録） 災害時の役割分担と避難の流れ 

 Ⅰ 火災の場合  
 

Ａ 教員・警備員・寮生会執行部・各種委員長がすること 
 ※ 非常ベル鳴動時 

 (1) 当直室へ急行し、各担当を直ちに決定する。 

  ①出火確認係  (２名) 

②放送連絡係  (２名) 
③点 呼 版 係  (２名) 

 
 (2) 出火の確認 

① ② ③ 行動内容 

○   表示板で出火階を確認する。 

 ○  出火確認中の放送を入れる。 

○   

消火器を持って出火階へ行き、状況を判断し、当直室へ連絡
する。 

 

(3) 避難が必要なとき 

① ② ③ 行動内容 

 ○  消防と校舎宿直室に連絡する。 

 ○  避難指示の放送を入れる。 

  ○ 避難場所へ点呼板を持って避難する。 

○   出火階の寮生を避難させ、自身も避難する。 

 

Ｂ 指導寮生がすること 
(1) 非常ベル鳴動時 

・自分の階に出火がないか確認する  

・非常口を開け、補食室のガスの元栓を閉じる。 

・担当階の寮生の所在を確認し、待機する。 

 

(2) 出火時 
・初期消火をする。 

・付近の階に大声で出火を知らせる。 

・消火できない場合、寮長及び階長を中心とする各階の指導寮生は、避難誘 

導係として速やかに寮生を避難させる。 
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 Ⅱ 地震の場合   （揺れがおさまったら） 
 

Ａ 教員・警備員・寮生会執行部・各種委員長がすること 
 (1) 事務当直室へ急行し、各担当を直ちに決定する。 

①放送連絡係 (２名) 
②楓和寮連絡 (当直教職員) 
③状況確認係 (残り全員) 

 
 (2) 被害状況の確認 

・各棟各階へ向かい、けが人等を確認する。（楓和寮は教員が行き、指導寮生に 

指示する） 

・補食室のガス元栓を閉める。 

・被害状況を警備員に知らせる。 

 

Ｂ 指導寮生がすること 
 (1) 被害状況の確認 

・自分の階のけが人等を確認する。 

・非常口を開け、補食室のガスの元栓を閉じる。 

・担当階の寮生の所在を確認し、待機する。 

 
 (2) 避難が必要な場合 

・寮長及び各階の指導寮生は、避難誘導係として必要に応じて速やかに寮生を避 

 難させる。 

 

Ｃ 一般寮生がすること 
 (1) 被害状況の確認 

・自分の階のけが人等を確認する。 

・同室者の所在を確認する。 

・安全な場所で待機する。 
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 Ⅲ 樽前山噴火の場合  
 

樽前山の噴火に関する避難情報は、防災 FAX（寮務係へ）、防災無線（当直室へ）
等を通して連絡される。 

緊急を要さない場合、寮生は学校の指示に従ってバス等を利用して白老方面に避難
する。 

緊急避難する場合、寮生は指示に従って各自、徒歩・自転車等で次の避難所に避難
する（図に示された経路に従い、火砕流・土石流の恐れがある川・谷を極力避け、人
通りの多い道を通る）。 

 

避難所： 糸井公園（しらかば町５丁目、バイパス沿） 

 

糸井公園周辺は、本校に近い地域の中では火砕流・土石流の危険が少ないと考えら
れる。噴火規模や気象条件によってはより安全な避難所を指定する。 

 

避難の際は、安全で保温性のある服装（ヘルメット、マスク、ゴーグル、タオル、
軍手）をして懐中電灯、携帯電話などを持参する。避難後は教職員の点呼を受け、指
示に従う（状況により別の避難所に移動する）。保護者に迎えに来てもらい、登校可
能になるまで自宅待機する。 
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高専 双葉三条バイパス西消防署

糸井公園
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